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   碧南市建設工事施行事務取扱要領 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要領は、碧南市の建設工事施行に関する事務の取扱いについて、碧南市契約

規則（平成５年２月１５日規則第１号）に定めるもののほか、この要領の定めるところ

による。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 工事 市が発注する土木建築に関する請負工事で予定価格（消費税相当額を含めた

ものをいう。以下同じ。）が１３０万円を超えるものをいう。 

 (2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。 

 (3) 工事担当部長 工事の施行を担当する課等の属する部の長をいう。 

 (4) 工事担当課長 工事の施行を担当する課等の長をいう。 

 (5) 工事担当職員 工事の施行事務を担当する職員をいう。 

 (6) 契約担当課長 工事の契約事務を担当する課等の長をいう。 

 (7) 契約担当職員 工事の契約事務を担当する職員をいう。 

 (8) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた者をいう。 

（工事の施行依頼） 

第３条 各部の長は、工事の施行を依頼しようとするときは、工事等の設計・施工依頼書

（様式第１号）に説明資料を添えて工事担当部長に提出するものとする。 

２ 工事担当部長は、前項の文書を受理したときは、所属の工事担当課長に工事の施行を

指示するものとする。 

第２章 設計書の作成 

（設計図書の作成） 

第４条 工事担当職員は、工事を施行しようとするときは、設計書（様式第２号）、図面及

び仕様書（以下「設計図書」という。）を作成するものとする。 

２ 工事担当職員は、当該工事の設計の内容を変更しようとするときは、変更設計書（様

式第３号）、図面及び仕様書（以下、「変更設計図書」という。）を作成するものとする。 

（設計用見積書の徴収） 
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第５条 工事担当職員は、設計書に採用する製品等の見積りを業者に依頼するときは、見

積依頼書（様式第４号）を作成し、決裁を受けなければならない。 

２ 見積りを依頼する業者（以下「見積業者」という。）は、実績、経験、企業規模、技術

水準等を勘案し原則として３社以上選定しなければならない。 

３ 製品単価の見積業者が入札参加業者となる見込みのある場合又は設計全体にわたる見

積りを依頼する場合の見積業者の選定については、推定見積金額が１００万円を超える

ものについては契約担当課長の合議を受けなければならない。また、５００万円を超え

るものについては碧南市入札審査委員会（碧南市入札審査委員会規程（平成１８年碧南

市訓令第３号）による。以下「入札委員会」という。）の選定により行うものとする。 

４ 設計変更における見積業者の選定については、前項の「入札参加業者となる見込みの

ある」を「契約者である」と読み替えて適用する。 

５ 工事担当課長は、前項の規定に基づいて入札委員会に付議しようとするときは、見積

業者推薦書（様式第５号）を作成し、見積依頼書を添えて契約担当課長に提出するもの

とする。 

６ 契約担当職員は、入札委員会において見積業者を選定したときは、見積業者選定通知

書（様式第６号）を作成し、工事担当課長に通知するものとする。 

（設計価格の決定） 

第６条 見積りによる設計書に採用する価格（以下「設計価格」という。）は、前条第３項

に規定する見積りの場合は、見積り内容を検討の上最低価格を基に物価状況等を勘案し

て決定するものとする。 

２ 前項以外の設計価格は、見積価格のうち異常値を除いた平均価格を基に物価状況等を

勘案して決定するものとする。 

３ 工事担当職員は、見積りにより設計価格を決定するときは、前条第１項の決裁を受け

なければならない。 

４ 設計変更における設計価格の決定については、前条第３項の「入札参加業者となる見

込みのある」を「契約者である」と読み替えて本条を適用する。 

（工事施行伺） 

第７条 工事担当職員は、工事を施行しようとするときは、工事施行伺書（様式第７号）

に設計図書を添えて、碧南市決裁規程に基づき決裁を受けなければならない。 

第３章 契約締結 
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（入札及び契約事務の依頼） 

第８条 工事担当課長は、工事の入札及び契約の事務を依頼するときは、契約担当課長に

入札・契約事務依頼書（様式第８号）に前条の工事施行伺書を添えて依頼するものとす

る。 

２ 工事担当課長は、随意契約による契約事務を依頼するときは、契約担当課長に随意契

約による見積者推薦書（様式第９号）を前項の書類に添えて依頼をするものとする。 

（契約図書の作成） 

第９条 工事担当職員は、契約用の金抜設計書、図面及び仕様書（以下「契約図書」とい

う。）の原稿を作成するものとする。 

２ 工事担当職員は、閲覧用の金抜設計書、図面、仕様書その他見積りに必要な図書（以

下「閲覧図書」という。）を作成するものとする。 

（契約方法及び入札者等の決定） 

第１０条 工事の契約方法並びに指名競争入札の入札者及び随意契約における見積者（以

下「入札者等」という。）は、市長が決定する。 

２ 設計金額が５００万円を超える工事の入札者等の決定は、入札委員会の選定により行

うものとする。 

３ 契約担当課長は、前項の入札委員会に付議するときは入札者等候補者推薦書（様式第

１０号）を作成するものとする。 

４ 契約担当職員は、入札委員会において入札者等が選定されたときは、入札者等選定調

書（様式第１１号）（随意契約による場合は見積業者選定通知書（様式第６号））を作成

するものとする。 

５ 契約担当職員は、条件付き一般競争入札を執行するときは、場所、日時、対象工事の

概要、参加資格等を公告しなければならない。 

（指名等の通知） 

第１１条 契約担当職員は、指名競争により入札を執行するときは、入札執行伺に入札者

等決定調書（様式第１２号）及び指名競争入札通知書（様式第１３号）を添えて決裁を

受けなければならない。 

２ 契約担当職員は、入札の通知をしたときは入札案件の概要を電磁的視聴により公開す

るが、指名業者数及び指名業者名については、公表しないものとする。 

３ 工事担当職員は、随意契約の見積りを依頼するときは、見積徴収伺に見積依頼書（様
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式第１４号）を添えて決裁を受けなければならない。 

（入札参加資格の審査） 

第１１条の２ 契約担当職員は、条件付き一般競争入札参加希望者により申請書が提出さ

れたときは、すみやかに資格要件の審査を行い、申請者に対し期日までに通知書を発行

しなければならない。 

２ 契約担当職員は、設計金額が５００万円を超える条件付き一般競争入札を公告すると

きは、条件付き一般競争入札一覧表を作成し、入札委員会に報告するものとする。 

（予定価格書の作成） 

第１２条 契約担当職員は、予定価格書（様式第１５号）を作成するものとし、碧南市決

裁規程（平成４年碧南市訓令第３号）に規定による決裁者は、予定価格書に予定価格及

び最低制限価格を記載し、押印の上封印するものとする。ただし、予定価格を事前に公

表するものについては、封印することを要しない。 

２ 予定価格書は、開札の時刻まで契約担当課長が保管するものとする。 

（入札等執行） 

第１３条 市長は、入札者等の留意すべき事項を碧南市入札者心得書（以下「入札者心得

書」という。）として定めるものとする。 

２ 契約担当職員は、入札の際入札執行場所の見やすいところに入札者心得書及び碧南市

公共工事請負契約約款（以下「契約約款」という。）を置いておかなければならない。 

３ 入札者等は、入札をしようとするときは、入札書（様式第１６号）を封筒（様式第１

７号）に入れ封印して提出するものとする。 

４ 入札者等は、随意契約による見積りを提出しようとするときは、見積書（様式１８号）

を封筒（様式第１９号）に入れ封印して提出するものとする。 

５ 電子入札の場合は、碧南市電子入札実施要領に基づき行うものとする。 

（入札の辞退） 

第１４条 入札者等は、入札執行前に入札の辞退をするときは、当該入札の前日までに入

札辞退届（様式第２０号）を提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、指名競争入札参加者の追加指名は行わないものとする。 

（契約の締結） 

第１５条 契約担当職員は、契約を締結しようとするときは、工事契約伺書（様式第２１

号）に契約書（様式第２２号）及び当該契約の入札書を添付して決裁を受けなければな
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らない。 

（入札結果の公表） 

第１６条 契約担当職員は、契約を締結した後速やかに入札及び契約結果表（様式第２３

号）を作成し、１年間公表するものとする。 

（契約の保証） 

第１７条 契約者は、契約金額３００万円以上の工事については、契約約款第４条の規定

に基づき契約の保証を付さなければならない。 

２ 契約者は、契約約款第４条第１項第３号及び第４号に該当する場合は、契約保証に係

る保証書を契約締結時に契約担当課に提出しなければならない。 

３ 契約担当職員は、工事の引渡しが完了し、契約者から前項の保証書の返却請求があっ

たときは、当該保証書を返却しなければならない。 

４ 契約者は、前項の保証書の返却を受けたときは保証書に係る受領書（様式第２４号）

を契約担当課に提出しなければならない。 

（契約に関する書類の引継ぎ） 

第１８条 契約担当課長は、当該契約が締結されたときは、速やかに契約に関する書類を

工事担当課長に引き継ぐものとする。 

第４章 工事の施工 

（監督職員の通知） 

第１９条 契約担当職員は、当該工事の監督職員の職氏名を工事契約伺書に記載し、決裁

を受けなければならない。 

２ 契約担当職員は、契約締結時に監督職員通知書（様式第２５号）により当該工事の監

督職員の職氏名を契約者に通知しなければならない。 

３ 工事担当職員は、監督職員を変更するときは、監督職員変更通知書（様式第２６号）

により決裁を受け、当該工事の契約者に通知しなければならない。 

４ 監督職員は、当該工事の監督を碧南市建設工事監督要領に基づき行うものとする。 

（請負代金内訳書） 

第２０条 契約者は、契約締結の日から１４日以内に請負代金内訳書（様式第２７号）を

監督職員に提出しなければならない。 

（着手届） 

第２１条 契約者は、工事に着手しようとするときは、工事着手日の１０日前までに着手
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届（様式第２８号）を工事担当職員に提出しなければならない。 

（現場代理人、主任技術者等） 

第２２条 契約者は、契約締結の日から５日以内に現場代理人及び主任技術者を定め、現

場代理人・主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐・専門技術者通知書（様式第２９

号）を工事担当職員に提出しなければならない。これらを変更したときも同様とする。 

２ 契約者は、現場代理人を兼務させようとする場合には、現場代理人兼務届（様式第３

０号）に工程表を添付し、新たに契約する工事担当課に提出するものとする。 

３ 第１項の主任技術者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）

第２６条第１項に規定する者をいう。 なお、契約者が営業所の専任技術者と主任技術者

を兼務させようとする場合には、営業所における専任技術者の兼務届（様式第３１号）

を新たに契約する工事担当課へ提出するものとする。 

４ 第１項の規定については、法第２６条第２項に規定する監理技術者・監理技術者補佐

及び法第２６条の２に規定する専門技術者を定めた場合に準用する。なお、契約者が監

理技術者補佐を配置することにより、監理技術者を兼務する場合は、監理技術者兼務届

（様式第３２号）を提出するものとする。 

（施工計画書） 

第２３条 契約者は、契約の締結後遅滞なく、或いは着手届の提出前までに施工計画書（様

式第３３号）を監督職員に提出しなければならない。ただし、当初契約金額が５００万

円未満の市単独費工事については省略することができる。 

２ 前項の施工計画書に変更が生じた場合も同様とする。 

（工事用材料の使用の承認） 

第２４条 契約者は、工事に使用する材料のうち主要なものについて工事材料使用承認願

（様式第３４号、様式第３５号）を提出し、監督職員の承認を得なければならない。 

（施工体制台帳の提出） 

第２５条 契約者は、下請負契約を締結するときは、施工体制台帳（様式第３６号）、施工

体系図（様式３７号）及び作業員名簿（様式３８号）を作成し、監督職員に提出しなけ

ればならない。 

（設計図書の照査の手続き） 

第２６条 設計図書の照査の手続きについては、碧南市建設工事設計変更事務取扱要領の

定めるところによる。 
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（設計内容の変更） 

第２７条 監督職員は、設計の内容の変更によって契約変更をしようとするときは、工事

変更伺書（様式第３９号）に設計変更協議書（様式第４０号）、変更積算根拠を添えて決

裁を受けなければならない。 

２ 監督職員は、変更の協議が調ったときは、契約者の現場代理人とともに設計変更協議

書に記名するものとする。 

（工期の延長） 

第２８条 契約者は、天災地変その他やむを得ない理由により工期の延長の請求をしよう

とするときは、工期延長請求書（様式第４１号）に理由書（様式第４２号）を添えて監

督職員に提出しなければならない。 

２ 監督職員は、前項の理由により工期を延長しようとするときは、工事変更伺書に工期

延長請求書及び理由書を添えて決裁を受けなければならない。 

３ 監督職員は、自ら工期を延長しようとするときは、工事変更伺書に工期変更協議書（様

式第４３号）を添えて決裁を受けなければならない。 

４ 監督職員は、前項の協議が調ったときは契約者の現場代理人と共に工期変更協議書に

記名するものとする。 

５ 監督職員は、工期を延長するときは、工期延長通知書（様式第４４号）により契約者

に通知するものとする。 

（工事の下請負） 

第２９条 契約者は、その請負った工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から

独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはな

らない。 

（火災保険等） 

第３０条 契約者は、契約約款第４８条の規定により工事目的物及び工事材料（支給材料

を含む。）等に火災保険その他必要な保険を付さなければならない。 

２ 工事担当職員は、部分払いをしようとする工事及び保険に付すべき工事については、

特記仕様書に保険を付すべきことを明記しなければならない。 

３ 契約者は、保険契約を締結したときは、その証書の写しを工事担当職員に提出しなけ

ればならない。 

（契約の変更） 
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第３１条 工事担当課長は、当該工事の契約を変更しようとするときは、契約変更事務依

頼書（様式第４５号）に工事変更伺書（様式第３９号）、設計変更協議書（様式第４０号）

及び変更設計図書を添えて契約担当課長に依頼しなければならない。 

２ 契約担当職員は、契約の変更をしようとするときは、工事変更契約伺書（様式第４６

号）に建設工事変更請負契約書（様式第４７号）、工事変更伺書及び変更設計図書を添え

て決裁を受けなければならない。 

（工事の一時中止） 

第３２条 工事担当職員は、工事を一時中止するときは、工事一時中止決定書（様式第４

８号）により契約者に通知するものとする。 

２ 工事担当職員は、工事の一時中止をするときは、その時点で出来形検査を行うものと

する。 

（契約の解除） 

第３３条 契約担当職員は、契約の解除をする必要があるときは、契約解除通知書（様式

第４９号）により契約者に通知するものとする。 

２ 工事担当職員は、契約の解除に伴う契約代金の精算をするときは、出来形検査を行い、

その精算額を確定し、契約解除精算通知書（様式第５０号）により契約者に通知するも

のとする。 

（権利義務の譲渡等） 

第３４条 契約者は、契約により生ずる権利義務の譲渡又は承継の申出を受けるときは、

工事譲渡・承継承諾申出書（様式第５１号）を提出しなければならない。 

２ 契約担当職員は、前項の申出を承諾するときは、工事譲渡・承継承諾書（様式第５２

号）により契約者及び譲渡人又は承継人に通知するものとする。 

（名称変更等の届出） 

第３５条 契約者は、契約者の名称、代表者又は住所の変更があったときは、名称等変更

届（様式第５３号）により、その事実の生じた日から１４日以内に提出しなければなら

ない。 

（部分使用等） 

第３６条 工事担当職員は、工事目的物の引渡し前においてその全部又は一部を使用する

必要があるときは、当該使用する全部又は一部の検査を行い、部分・全部使用協議書（様

式第５４号）により契約者と協議し、全部又は一部の使用をすることができる。 
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２ 工事担当職員は、前項の規定による協議が調ったときは、契約者から部分・全部使用

同意書（様式第５５号）を徴さなければならない。 

（部分引渡し） 

第３７条 工事担当職員は、工事の完成に先立って、工事目的物の一部完了部分の引渡し

（以下「部分引渡し」という。）を受ける必要があるときは、部分引渡協議書（様式第５

６号）により契約者と協議し、部分引渡しを受けることができる。 

２ 工事担当職員は、前項の規定による協議が調ったときは、契約者から部分引渡承諾書

（様式第５７号）を徴するものとする。 

３ 市長は、部分引渡しを受けた場合は、当該部分引渡しに対する契約代金相当額を契約

者に支払うものとする。 

（損害賠償） 

第３８条 契約担当課長は、工事の一時中止、契約の解除、部分使用その他の理由により、

契約者から損害賠償の請求があったときは、意見を付して市長に報告し、その指示を受

けるものとする。 

第５章 工事の完了 

（完了届） 

第３９条 契約者は、工事（第３６条の規定による部分引渡しを受ける完了部分を含む。

以下第４０条第１項において同じ。）が完了したときは、直ちに完了届（様式第５８号）

を提出しなければならない。 

（検査） 

第４０条 工事の検査については、碧南市建設工事検査要領の定めるところによる。 

（引渡し） 

第４１条 工事担当職員は、工事が完了し、検査に合格したときは、工事の目的物の引渡

しを受けなければならない。 

２ 契約者は、工事の引渡しの際に鍵等の引渡しがあるときは、引渡書（様式５９号）を

作成しなければならない。 

第６章 契約代金の支払 

（前金払） 

第４２条 契約担当職員は、前金払をする場合は、前金払の額を契約条項（約款で定める

ものを含む。以下同じ。）に定めなければならない。 
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２ 契約者は、前払金を請求するときは請求書（様式第６０号）に前払保証証書を添えて

請求するものとする。 

（中間前金払） 

第４３条 契約者は、既に前払金の支払いを受けており、次の要件を満たしているときに

中間前金払認定請求書（様式第６１号）に実施工程表を添えて、工事担当職員に提出で

きるものとする。 

 (1) 工期の２分の１を経過していること。 

 (2) 工程表により、工期の２分に１を経過するまでに実施すべきものとされている当該

工事に係る作業が行われていること。 

 (3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の額に

相当するものであること。 

 (4) 部分払の請求をしていないこと。 

２ 認定請求を受けた工事担当職員は、直ちに提出された中間前金払認定請求書及び実施

工程表により、碧南市公共工事の前金払及び中間前金払取扱規程（平成２４年３月１６

日訓令第２号）第４条第２項に掲げる要件を満たしているか否かの審査を行い、認定結

果を中間前金払認定通知書（様式第６２号）又は中間前金払否認定通知書（様式第６３

号）により契約者に通知するものとする。 

３ 認定を受けた契約者は、請求書（様式第６４号）に保証証書を添えて、工事担当職員

に提出するものとする。 

（部分払） 

第４４条 契約担当職員は、部分払をする場合は、その回数及び出来形部分に対する部分

払の割合を契約条項に定めなければならない。 

２ 契約者は、部分払を受けようとするときは、部分払に係る出来形検査請求書（様式第

６５号）を提出するものとする。 

３ 契約者は、出来形検査に合格したときは請求書（様式第６４号）を提出して部分払金

を請求することができる。 

（精算払） 

第４５条 契約者（契約者が債権譲渡を行ったときは、当該債権譲渡を受けた者）は、完

了検査に合格したとき、又は第３２条に規定する契約の解除に係る精算をするときは、

請求書（様式第６４号）を提出して契約代金を請求することができる。 
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第７章 雑則 

（台帳の整備） 

第４６条 工事担当職員は、工事台帳（様式第６６号）を整備し、工事の施行経過を明ら

かにしておかなければならない。 

（依頼工事の引継ぎ） 

第４７条 工事担当部長は、依頼を受けた工事が完了したときは、工事関係書類引渡し書

（様式第６７号）により各部等の長に引き継ぐものとする。 

   附 則 

 この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 この要領は、令和５年３月２７日から施行する。 

 この要領は、令和５年１０月１日から施行する。 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 


